
◎ 当院は、一般病棟入院基本料・地域一般入院料３の届出を行っています。

当該病棟では、１日に８人以上の看護職員（看護師、准看護師）が勤務して

います。なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。 

・朝８時 30分～夕方４時 30分まで、 

看護職員１人あたりの受け持ち人数は 10人以内です。 

 ・夕方４時 30分～朝８時 30分まで、 

看護職員１人あたりの受け持ち人数は 20人以内です。 

◎ 当院では、入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によ

って管理された食事を適時（夕食については午後６時以降）、適温で提供して

います。 

◎ 当院では、入院時に栄養状態の評価を行い、医師・管理栄養士・薬剤

師・看護師・その他の医療従事者が共同して、入院患者様ごとの栄養状態、

摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計画書を作成し、栄養管理を行って

います。また、栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直して

います。 

 

一般（ 70 歳未満） 高齢者（70 歳以上） 標 準 負 担 額 （ １ 食 あ た り ） 

一 般 （下 記以 外） 一 般 （下記以外） ５１０円 

低 所 得 者 （ 住 民 税 非 課 税 ） 低 所 得 者 Ⅱ 
入院期間が 90 日以内 ２４０円 

入院期間が 91 日以上 １９０円 

該 当 な し 低 所 得 者 Ⅰ １１０円 

令和７年４月１日より 

 

 

医療法人清志会 藤政病院 


